
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
参
照
条
文

○

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
試
験
事
務
の
代
行
）

第
二
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て

、
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

(

役
員
の
選
任
及
び
解
任)

第
二
十
九
条

指
定
試
験
機
関
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
試
験
機
関
の
役
員
が
、
こ
の
法
律
（
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
訳
案
内
士
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
事
務
規
程
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
、
又
は
試
験
事
務
に

関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
に
対
し
、
当
該
役
員
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

事
業
計
画
等)

第
三
十
条

指
定
試
験
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
日
の
属

す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

(

監
督
命
令)

第
三
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
試
験
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
に

対
し
、
試
験
事
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
試
験
の
細
目
）

第
三
十
三
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
試
験
機
関
そ
の
他
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

(

通
訳
案
内
士
法
の
準
用)

第
三
十
六
条

通
訳
案
内
士
法
第
七
条
、
第
九
条
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
試
験
に
つ
い
て
、
同

法
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
第
三
項
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
は
指
定
試
験
機
関
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
法
第
十
二
条
第

一
項
中
「
試
験
事
務
の
開
始
前
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律



（
以
下
「
外
客
来
訪
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
事
務
（
以
下
単
に
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
の
開
始
前

」
と
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
中
「
通
訳
案
内
士
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
と
し
て
」
と
、
「
通
訳
案
内
士
試
験
委
員

」
と
あ
る
の
は
「
地
域
限
定
通
訳
案
内
士
試
験
委
員
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
法
律
（
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
客
来
訪
促
進
法
（

外
客
来
訪
促
進
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

○

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

(

公
益
法
人
の
設
立)

第
三
十
四
条

学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
に
関
す
る
社
団
又
は
財
団
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
は
、
主

務
官
庁
の
許
可
を
得
て
、
法
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）
（
抄
）

（
試
験
事
務
規
程
）

第
十
二
条

機
構
は
、
試
験
事
務
の
開
始
前
に
、
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
試
験
事
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
国
土
交

通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
試
験
事
務
規
程
が
試
験
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は

、
機
構
に
対
し
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
試
験
委
員
）

第
十
三
条

機
構
は
、
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
通
訳
案
内
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る

事
務
に
つ
い
て
は
、
通
訳
案
内
士
試
験
委
員
（
以
下
「
試
験
委
員
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
試
験
委
員
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

（
略
）

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
試
験
委
員
が
、
こ
の
法
律
（
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
を
含
む
。
）
若
し
く
は
試
験
事
務
規
程
に
違
反
す
る

行
為
を
し
た
と
き
、
又
は
試
験
事
務
に
関
し
著
し
く
不
適
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
試
験
委
員
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で



き
る
。

○

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
抄
）

(

所
管
行
政
庁)

第
百
十
一
条

こ
の
法
律
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
（
第
七
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
を
除
い
て
は
、
左
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会(

第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
事
業
を
行
う
も
の
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
こ
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
が
財

務
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業(

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に

お
い
て
同
じ
。)

以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事(

以
下
「
管
轄
都
道
府
県
知
事
」

と
い
う
。)

と
し
、
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
こ
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業

が
財
務
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
と
そ
の
他
の
事
業
と
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
財
務
大

臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
及
び
そ
の
管
轄
都
道
府
県
知
事
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら

れ
る
事
業
の
所
管
大
臣
と
す
る
。

二
～
六

（
略
）

２
～
５

（
略
）

○

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

(

法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業)

第
十
二
条

法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

廃
油
処
理
事
業

二

倉
庫
業
そ
の
他
の
保
管
事
業

三

貨
物
利
用
運
送
事
業

四

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業

五

旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
、
通
訳
案
内
業
そ
の
他
の
観
光
事
業

六

鉄
道
、
軌
道
及
び
索
道
に
よ
る
運
送
事
業



七

鉄
道
、
軌
道
及
び
索
道
の
用
に
供
す
る
車
両
、
信
号
保
安
装
置
そ
の
他
の
陸
運
機
器
の
製
造
に
関
す
る
事
業

八

道
路
運
送
事
業
そ
の
他
の
道
路
運
送
に
関
す
る
事
業

九

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
事
業

十

自
動
車
の
整
備
事
業

十
一

軽
車
両
及
び
自
動
車
用
代
燃
装
置
の
製
造
に
関
す
る
事
業

十
二

自
動
車
販
売
事
業

十
三

水
上
運
送
事
業

十
四

港
湾
運
送
事
業

十
五

造
船
に
関
す
る
事
業

十
六

航
空
に
関
す
る
事
業(

航
空
機
及
び
そ
の
装
備
品
の
生
産
（
修
理
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
製
造
事
業
者
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。)

(

都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務)

第
十
四
条

法
第
九
条
の
二
の
三
並
び
に
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条

の
三
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
二
項
、
第
百
四
条
か
ら
第
百

六
条
ま
で
並
び
に
第
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
（
管
轄
都
道
府
県
知
事
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う

ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部

が
旅
行
業
（
本
邦
外
の
企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
又
は
自
動
車
販
売
事
業
で
あ
る
も
の
（
そ
の
組
合
員
の
資
格
と
し
て
定
款
に
定
め
ら
れ
る
事
業
に

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
転
車
販
売
事
業
を

除
く
。
）
を
含
む
も
の
並
び
に
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

務
並
び
に
企
業
組
合
で
そ
の
行
う
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
又
は
自
動
車
販
売
事
業
で
あ
る
も
の
（
そ
の
行
う

事
業
に
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業
、
旅
行
業
者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売

事
業
を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事

四

（
略
）

２
～
４

（
略
）



○

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

(

都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務)

第
百
一
条
の
三

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行

う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
五
号
）
（
抄
）

(

都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務)

第
十
条

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
事
務
所
の
す
べ
て
が
一
の
都
道
府
県
の
区

域
内
に
あ
る
協
業
組
合
（
そ
の
行
う
事
業
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
含
む
協
業
組
合
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
当

該
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

２

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い
商
工
組

合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
（
そ
の
資
格
事
業
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
含
む
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
及
び
都
道

府
県
の
区
域
を
地
区
と
す
る
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
で
あ
つ
て
そ
の
資
格
事
業
に
食
肉
販
売
業
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

３

法
第
九
十
二
条
又
は
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
そ
の
地
区
が
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な

い
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
（
そ
の
資
格
事
業
に
別
表
第
二
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
二
十
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
含
む

商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
資
格
事
業
に
別
表
第
二
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
含
む
商
工
組

合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
及
び
都
道
府
県
の
区
域
を
地
区
と
す
る
商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会
で
あ
つ
て
そ
の
資
格
事
業
に
食
肉
販
売
業

を
含
む
も
の
に
関
す
る
も
の
は
、
主
務
大
臣
が
そ
の
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４
・
５

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
）

一
～
九

（
略
）



十

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業(

本
邦
外

の
企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
行
業
者

代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事
業
を
除
く
。)

別
表
第
二
（
第
十
条
、
第
十
一
条
関
係
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
で
あ
つ
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
旅
行
業(

本
邦

外
の
企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
旅
行
業

者
代
理
業
及
び
自
動
車
販
売
事
業
を
除
く
。
）

○

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
一
部
の
委
任
等
に

関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
（
抄
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
二
条

法
に
規
定
す
る
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
っ
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係

る
も
の
（
法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
記
載
さ
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
業
場
の
す
べ
て
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
労
働
時
間
短
縮
実
施
計
画
（
次
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
も
の
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
～
四

五

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

観
光
事
業(

旅
行
業(

本
邦
外
の
企
画
旅
行(

参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。)

を
実
施
し
な
い

も
の
に
限
る
。)

及
び
旅
行
業
者
代
理
業
を
除
く
。)

ヘ
～
タ

２

（
略
）


